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平成27年２月15日号

（0422）局番（新町の一部地域）から電話の際は、市外局番（042）を付けておかけください。

a２月21日㈯午前10時
b防災センター６階
c行政報告ほか

e10人
◆教育企画課o
（p042－438－4070）

傍　聴 教育委員会

■西東京市立ひばりが丘中学校建替
協議会
a２月20日㈮午前10時
bひばりが丘中学校
c建替校の将来像ほか

e10人
◆教育企画課o
（p042－438－4070）
■男女平等参画推進委員会
a２月24日㈫午後６時
b田無庁舎５階
c第３次男女平等参画推進計画・配
偶者暴力対策基本計画の評価方法ほか

e５人
◆協働コミュニティ課
（p042－439－0075）
■地域自立支援協議会計画策定部会
a２月24日㈫午後７時
b障害者総合支援センターフレンドリー
c第４期障害福祉計画の検討ほか

e５人
◆障害福祉課o
（p042－438－4033）
■文化財保護審議会
a２月27日㈮午前10時～正午
b保谷庁舎別棟
c西東京市の文化財保護
e５人
◆社会教育課o
（p042－438－4079）

傍　聴 審議会など 市議会定例会
　第１回市議会定例会は、２月27
日㈮から開催する予定です。
　本会議・委員会は傍聴できます。
日程などは決まり次第、市議会k
でお知らせします。
　なお、請願・陳情の提出期限など
は、お問い合わせください。
◆議会事務局n
（p042－460－9861）

　東京都が整備を進めている調布保谷線のうち、都市
計画道路３・４・11号線（保谷庁舎付近）～３・４・
13号線（保谷第一小学校付近）の約１㎞が、下記のと
おり交通開放されます。
　交通開放に合わせ、都道234号線にある西武池袋線
の保谷第５号踏切は廃止されます。当該箇所では、新
たに地下歩道やエレベーターを併設した横断歩道橋が

整備され、歩行者や自転車が安全で快適に通行できる
ようになります。車を利用する方は、右の迂回ルート
図を参考にご通行ください。
□交通開放日時　３月19日㈭正午
□記念イベント　交通開放に先立ち、３月15日㈰午前
10時から通り初めなどの催しが行われます（荒天中止）。
◆都市計画課o（p042－438－4050）
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　都営バス梅70「青梅車庫～柳沢
駅」の路線が、４月１日から「青梅車
庫～（西武新宿線）花小金井駅北口」
に短縮される予定です。
　２月末以降、都営バスのホーム
ページで詳細が公表されるほか、バ
ス停の掲示などで周知されますので
ご確認ください。
□都営バスk
http://www.kotsu.metro.tokyo.
jp/bus/
　カメラ機能付き携帯
電話・スマートフォン
からは、右のQRコー
ドもご利用になれます。
◆都市計画課o
（p042－438－4050）

　マイナンバー制度
の開始に伴い市は、
番号法の規定に基づ
いて個人番号を含む
個人情報を扱うこと
となります。
　平成26年度は「住民基本台帳に関す
る事務」について、情報を安全・安心
に活用するための「特定個人情報保護
評価」を実施し、国の設置する第三者
機関である「特定個人情報保護委員会」
へ評価書を提出するとともに、市k
および情報公開コーナーで公表しまし
た。対象となる他の事務についても、
順次評価を実施し公表します。

マイナンバー制度とは
　平成25年５月に「行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律」が公布されました。
マイナンバー制度は、行政運営を効率
化・透明化し、国民の利便性を高め、
公平・公正な社会を実現するための社
会基盤となるものです。
　平成27年10月から市民の皆さん一
人一人に番号が通知され、平成28年
１月からは申請した方に「個人番号
カード」が交付されます。個人番号の

利用が始まることで、社会保障や税に
関する手続きなどの提出書類の簡素化
や、行政の業務間の連携によるきめ細
かな支援・サービスなどの向上が期待
されています。

特定個人情報保護評価とは
　個人番号を含む個人情報（特定個人
情報）を保有する場合、特定個人情報
保護評価の実施が原則義務付けられて
います。そのため、各自治体などは、
事前に特定個人情報の漏えいその他の
事態を発生させるリスクを分析し、リ
スクを軽減するための適切な措置を講
じていることを確認し、特定個人情報
保護評価書を作成します。評価書は、
特定個人情報の取り扱いを監視・監督
する「特定個人情報保護委員会」へ提出
し、公表することとなっています。
j番号制度について…
コールセンター全国共通ナビダイヤル
（p0570－20－0178）平日午前９時
30分～午後５時30分
※詳細は、内閣官房k「社会保障・
税番号制度」でもご覧になれます。
特定個人情報保護評価について…下記へ
◆情報推進課n
（p042－460－9806）

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん都営バスの

路線が変わります

社会保障・
税番号（マイナンバー）制度の

開始に伴う特定個人情報保護評価の
実施および公表
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